






また、この両者（図-10と図-11）を比較すると、避難

しない理由に大きな変化はない。つまり、ケース 1 であ

ろうとケース 2 であろうと、避難生活への不安が避難し

ない理由として最も多くあげられている。 
以上のように「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」

によって「避難すると思う」人は大地震の後の津波から

の避難をイメージしていることが多いことが明らかとな

った。一方で、「避難しないと思う」と答える人は、「避

難すると思う」と答える人と比較して、その後の地震や

津波よりも、避難をした後の生活に不安を抱えているこ

とが明らかとなった。 
このように、「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」

が発表された場合、ケース 1 とケース 2 という状況ごと

に、避難に対する意思が異なることがわかった。 
（３）社会状況による避難に対する意思の差 
a）地方自治体からの避難情報による避難意思の差 

 最後に、現象以外で、社会的な状況を想定した上での、

人々の避難に対する意思について論ずる。 
3 章で述べた通り、この情報の運用が始まった時点で、

国、地方自治体において住民に具体的な行動の呼びかけ

は決まっていなかった。そこで、まず、ケース 2 を前提

として「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発表

され、①市が「自主避難の呼びかけ」や、「避難勧告」を

出したりしない場合、②市が、「自主避難」の呼びかけを

おこなう場合、③市が、「避難勧告」を出す場合を想定し

て、避難に対する意思について問うた（図-12）。 
その結果、第一に、気象庁の呼びかけのみか、地方自

治体が避難勧告のような情報を出すかにより、避難に対 
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図-12 様ざまな状況における避難の意思 

（＊＊＊：p< .001、＊＊：p< .01、＊：p < .05） 

する意思が大きく変化することがわかった。市が何の呼

びかけも行わないよりも、市が避難の呼びかけを行う、

さらにそれよりも避難勧告を発すれば「避難すると思う」

と答える人がいずれの地域でも増加した。第二に、①市

が「自主避難の呼びかけ」や、「避難勧告」を出さない場

合は地域ごとに有意差がみられたが、地域ごとの有意差

がみられた（χ2（2）=8.730、p < .05）。だが、②市が、

「自主避難」の呼びかけをおこなう場合、③市が、「避難

勧告」を出す場合では、地域ごとに有意差がみられなく

なった。 
つまり、市からの避難情報によって、人々の避難に対

する意思は大きく変化するということである。特に、こ

れまでの結果（図-5、図-6）で他の地域と比較して「避

難すると思う」と答える割合の低かった静岡市葵区が、

市から避難の呼びかけを行うと、他の地域と同程度まで

「避難すると思う」と答える人の割合が高くなったこと

から、地方自治体からの避難情報が重要であるといえる。 
こうした、社会的な状況が人々の避難を考える上で重

要であることが分かった。だが、地方自治体からの避難

情報以外にも、社会的な状況が変化することが考えられ、

それが人々の避難への意思に大きな影響を及ぼすことが

考えられる。 
b）避難する意思のある人とない人の差 

そこでまず、実際に発生しうる状況を想定し、（ケース

2 の状況で）「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」

が発表されたとき、避難するかどうかを判断するのにそ

れぞれの社会的な状況がどの程度、重要かを問うた。回

答の選択肢は 4 点尺度であるが、ここでは「重要である」

「やや重要である」を「重要である」、「あまり重要では

ない」「重要ではない」を「重要ではない」としてまとめ

た。そして、ケース 2 において「避難すると思う」かど

うかの結果とのクロス表を作成したのが図-13である。 
その結果、官公庁や自治体といった公的機関からの情

報発信は「重要である」と答える人が多く、次いで「避

難場所の状況」「食料の供給の状況」があり、これらは約

9 割以上の人が「重要である」である、と答えていた。

ただし、これらの間には、「避難すると思う」と「避難し

ないと思う」と答えた人で、有意差がみられなかった。

そうした中で、今回、想定した状況の中で唯一、有意差

がみられたのが「銀行、ガソリンの供給の状況」（χ2（1）
=4.279、p < .05）、であった。 
次に、上記の社会的な状況以外で、人生や生活に関し

て、「（ケース 2 の状況で）南海トラフ地震に関連する情

報（臨時）」が発表されたときに避難するかどうかを判断

するのにどの程度、重視するかを問うた。ここでも上記

と同様に回答の選択肢は 4 点尺度であるが、ここでは「重

視する」「やや重視する」を「重視する」、「あまり重視し

ない」「重視しない」を「重視しない」としてまとめた。

そして、ケース 2 において「避難すると思う」かどうか

の結果についてのクロス表を作成したのが図-14 である。 
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その結果、「災害などで命を落とさないこと」を「重視

する」と答えた人が最も多かった。また、「避難生活のス

トレスや辛さ」（χ2（1）=4.683、p < .05）、「自宅や地域

から離れないで済むかどうか」（χ2（1）=8.046、p < .01）、
「車などの家財道具を守れるかどうか」（χ2（1）=5.458、
p < .05）、「どれほどの確率で地震が起きるのか」（χ2（1）
=7.693、p < .01）の 4 項目において、「避難すると思う」

と「避難しないと思う」と答えた人で有意差がみられた。 
これらの結果より、「避難しないと思う」と答えた人ほ 

ど、避難した後の生活（避難生活やお金などの食以外の

生活基盤）や経済的なコスト、危険の度合いを「避難生

活」を重視する傾向が強いことが明らかとなった。あく

まで避難の意思がある人とない人の差の要因としてこれ

らがあり、多くの人を避難へと結びつけるためには、こ

れらの不安を考慮することが必要である。 
ただし、これらの項目から、分散分析やロジスティッ

ク回帰分析などを行ったが、避難の意図を最も説明する

要因やモデルを作ることは出来なかった。 
 

８．おわりに 
 以上の結果をまとめる。 
第一に「南海トラフ地震に関連する情報」は約半数の

人が知っていたが、その情報を元にどのような判断をす

ればよいのか難しいと考えられている。 
第二に「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発

表された場合、その情報だけではなく、気象庁の呼びか

けのみか、地方自治体がどのような情報を出すかによっ

て避難に対する意思は大きく変化する。さらに、避難の

意思がある人とない人の差として、「コスト」を重視する

傾向が強い。つまり、避難生活や自宅から離れないで済

むか、という心理的コストや車などの家財道具を守れる

か、といった経済的なコストが避難の意思に対してマイ

ナスに働いていると考えられる。今後は特に、こうした

「コスト」に対する不安を取り除くことが、避難を考え

る上で重要であろう。 
また、それ以外にもケース 1 よりもケース 2 の方が、

避難への意思が高かったことから、過去の南海トラフで

発生した地震に関する知識が避難への意思には結びつい

ていないことが明らかになった。 
 ただし、ここには課題もある。 
 避難への意思は地方自治体の避難情報によって大きく

変化する、と述べたが、「避難すると思う」人の要因に何

があるかを説明できなかった。関谷・田中（2016）は、

Ajzen（1991）の計画的行動理論を元に、津波からの避難

の意思決定モデルを想定調査から明らかにした。その結

果として、リスク認知、避難すべきという規範、ならび

に心理的コストが避難行動の意図に結びついているとい

う結論を導いている。だが、本研究の調査時点では「南

海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発表された後の

リスク認知は不確実なものであり、また、1 章で述べた

通り、この情報の運用が始まった時点で、国、地方自治

体において住民に具体的な行動の呼びかけは決まってい

なかったことから、規範が定まっていなかった。こうし

た避難への意思がある人は何をもって「避難すると思う」

と答えるのか、その精緻化、説明できるようにすること

が今後は必要である。 
 本研究では津波警報が発表された場合などの実際に発

生しうる状況を想定したのちに、「南海トラフ地震に関連

する情報（臨時）」が発表された場合に「自宅を離れて避

災害情報　No.18-1  2020 103



難するか」を、回答してもらった。調査実施後、「南海ト

ラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイド

ライン」が定められ、地方自治体や企業の防災対応が明

文化された。避難に関しては、津波浸水想定区域から避

難可能範囲を除いた地域が事前避難対象地域と定められ、

その地域の自治体は、住民に対する避難勧告などの発出、

親類や知人宅に避難することが住民に対する避難所を提

供が求められるようになった。さらにその避難生活は 1
週間を基本とすることが明記された（内閣府ホームペー

ジ 2018）。これにより、「南海トラフ地震臨時情報」が

発表された際、特に事前避難対象地域においては「自宅

を離れて避難すること」が規範として定まったと言える。

今後はこの「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた

防災対応検討ガイドライン」を軸とした、「避難すると思

う」人を説明するモデルの作成、それによる情報提供の

在り方をさらに精緻なものにすることが可能であると考

える。この規範を提示した上で、住民がどのような避難

に対する意思決定を行うのか。これは次の課題としたい。 
 
謝辞：調査にご協力いただいた皆様にこの場を借りて御

礼申し上げる。 
 
補注 
1) 内閣総理大臣の警戒宣言以外にも、その異常な現象の発生

状況に応じて東海地震に関連する情報が昭和54年8月7日
以降に気象庁から発表されることとなっていたが、時代ご

とに名称の変更、段階の変更などが行われていたため、こ

こでは「東海地震に関連する情報」としてそれらをまとめ

ることとする。 
2) 2019 年5 月より「南海トラフ地震に関連する情報（定例）」

と「南海トラフに関連する情報（臨時）」はそれぞれ、「南

海トラフ地震関連解説情報」と「南海トラフ地震臨時情報」

に名称が変更となった。だが、実質的な内容はほぼ変化が

なく、本稿の主たる調査は、前者の名称の段階で行ったた

め、本稿では「南海トラフ地震に関連する情報（定例）」と

「南海トラフに関連する情報（臨時）」で述べることとする。 
3) なお、その後、平成31 年3 月には内閣府から「南海トラフ

地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライ

ン」が定められ、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震注意）」が発表された場合、政府から、日頃からの地

震への備えを再確認するなどの呼びかけが行われること、

また避難対象地域を事前に選定し、ケース 1 の状況で臨時

情報が発表された際には 1 週間を基本として全住民を避難

させることなどが明記された（内閣府ホームページ 2019）。 
4) 図-1のこと。 
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ABSTRACT 
 

Japan Meteorological Agency began the operation of "information relating to the Nankai Trough 
Earthquake" from November 1, 2017. However, although this operation has been started, local governments, 
private business operators and residents were not determined how they would effectively utilize the information. 
Accordingly, we conducted a survey in Shizuoka Prefecture and Kochi Prefecture about how people intent to 
evacuate after this information has been announced. 

 As a result, first, "information relating to the Nankai Trough Earthquake" is known to half the people, but 
they are regarded as difficult to make decision about evacuation even after this information is announced. Second, 
if the "information relating to the Nankai Trough Earthquake (EXTRA information)" has been announced, 
depending on the presence or absence of information from the Japan Meteorological Agency and local 
governments, people’s intent to evacuate will change. In addition, the psychological cost from the anxiety about 
staying in shelters or leaving home and the economic cost from the anxiety about protect. 

 
Keywords：Nankai Trough Earthquake, evacuation, questionnaire survey, Shizuoka prefecture, Kochi 

prefecture 
 

  

災害情報　No.18-1  2020 105





1 

 

全国ならびに都道府県別の洪水浸水想定区域の人口の推移 
 

 

秦康範１・前田真孝２ 

  
１山梨大学 地域防災・マネジメント研究センター（yhada@yamanashi.ac.jp） 
２元山梨大学 工学部土木環境工学科 
 

和文要約 
 
我が国は 2008 年をピークに人口減少局面に入っており、長期的な人口減少社会を迎えている。本

研究では、洪水による浸水リスクに着目し、全国ならびに都道府県別の浸水想定区域内外の人口お

よび世帯数を算出し、1995 年以降の推移とその特徴について考察することを目的とする。 
対象地域は全国の都道府県で、使用するデータは 500m メッシュの国勢調査（1995 年～2015 年の

5 年分）と国土数値情報浸水想定区域データである。地理情報システムを用いた解析の結果、浸水想

定区域内人口および世帯数は、1995 年以降一貫して増加しており、区域内人口は 1995 年（33,897,404
人）から 2015 年（35,391,931 人）までに 1,494,527 人増加し、区域内世帯数は 1995 年（12,165,187
世帯）から 2015 年（15,225,006 世帯）までに 3,059,819 世帯増加していることが示された。都道府県

別の浸水想定区域内の人口および世帯数は、1995 年を基準とすると、2015 年において浸水想定区域

内人口は 30 都道府県が、浸水想定区域内世帯数は 47 都道府県が、増加していることが示された。

区域内人口が減少している地域を含め区域内世帯数が大きく増加しているのは、浸水リスクの高い

地域の宅地化が進んでいるためと考えられる。 
 
 

キーワード：浸水想定区域、災害リスク、曝露人口、洪水、ハザード、計画規模、土地利用 
 
 

１．はじめに 
2015 年 9 月関東・東北豪雨、2017 年 7 月九州北部豪雨

や 2018 年 7 月豪雨など、近年記録的な大雨とそれに伴う

浸水被害や土砂災害が、毎年のように発生している。一

方、我が国は 2008 年をピークに人口減少局面に入ってお

り、長期的な人口減少社会を迎えている。国立社会保障・

人口問題研究所（2017）の日本の将来推計人口によると、

総人口は 2055 年に 8,993 万人まで減少し、65 歳以上の老

年人口の割合は 40.5％まで上昇し、著しい高齢化が進む。

社会保障関係予算はますます増大し、インフラ整備の予

算は減少することが見込まれる。 
こうした我が国が置かれた状況を考えたとき、「災害リ

スクの低いところに人口を誘導し、良質の住宅ストック

を形成する」、「リスクの高い地域の開発は抑制する」、こ

うした方向が望ましいと考えられる 1)。しかしながら、

現状はその逆に進んでいるのではないか。こうした問題

意識から、洪水浸水リスクに着目し、浸水想定区域内の

人口および世帯数を試算することを着想した。本研究で

は、全国ならびに都道府県別の浸水想定区域内外の人口

および世帯数を算出し、1995 年以降の推移とその特徴に

ついて考察することを目的とする 。 
 
２．先行研究と本研究の位置づけ 
 災害リスク評価に関する先行研究として、ハザードに曝

される人口、すなわち曝露人口に関する研究がある。能

島ら（2004）は、環境リスク評価の考え方を援用し、「所

定の震度レベルに曝される人数」を震度曝露人口と定義

した。既往地震や想定地震の震度曝露人口を推計し、比

較することにより震災のポテンシャル評価が可能となる

ことを示した。大原ら（2007）は、活断層近傍に断層ゾ

ーンを設定し、ゾーン内の人口と建物分布を算出し、活

断層タイプに応じた人口・建物分布傾向を分析した。 
 国土交通省（2014）は洪水、土砂災害、地震災害（震

度被害）、地震災害（液状化被害）、津波災害の各ハザー

ド 2)の面積及び曝露人口を試算し、何らかのハザードに

曝されている人口は、全人口の 70%以上であることを示

した。池永・大原（2015）は、地震、洪水、土砂災害を

対象として曝露人口を試算するとともに、将来の人口減

少率と曝露人口の関係を分析した。平林ら（2013）は、

全球河川氾濫解析モデルを用いて、将来の地球温暖化シ
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ナリオ下における全世界の洪水曝露人口を算定している。 
 こうした先行研究の多くは、ハザードに対する曝露人

口を試算することを目的としており、特定時期における

曝露人口、もしくは将来の人口予測に基づく試算が行わ

れている。しかしながら、我が国を対象として過去と比

較して曝露人口がどのように推移したのかを分析する研

究は皆無であった。そこで本研究では、1995 年以降の国

勢調査データを使用し、ハザードとして洪水浸水想定区

域図を用いて、浸水想定区域内外の人口および世帯数を

算出し、1995 年以降の推移とその特徴を明らかにするこ

とを目的とする。先行研究にならえば、洪水曝露人口（平

林ら，2013）と呼称すべきであるが、本稿では一般的な

理解しやすさを考慮し、浸水想定区域内人口と呼称する。 
  
３．研究方法 
（１）使用データ 
対象地域は全国の都道府県で、使用するデータは 500m

メッシュの国勢調査 3)（1995 年～2015 年の 5 年分）と国

土数値情報浸水想定区域データ 4)（図-1）である。 
河川管理者（国及び都道府県）から提供された洪水の

浸水想定区域図に基づき、浸水深ごとのポリゴンデータ

として、都道府県別に整備されたものである。データ時

点は 2011 年度、データ作成年度は 2012 年度である。 
2015 年水防法が改正され、想定し得る最大規模降雨に

よる浸水想定区域図の作成が行われている。本研究では

計画規模の降雨を対象とした浸水想定区域データを使用

することとした。その理由としては、大きく 2 つある。

1 つ目は、想定最大規模降雨の浸水想定区域図は、最悪

の事態を想定し、最大クラスの洪水等に対して「少なく

とも命を守り、社会経済に壊滅的な被害を発生しない」

ことを目標として、公表されているものである（国土交

通省，2015a）。被害規模は非常に大きく、発生頻度も低

いことから、危機管理としては重要であるものの、社会

の対策目標としては計画規模降雨を想定したハザードレ

ベルが適切であると考えられるからである。2 つ目は、

計画規模降雨の浸水想定区域図は、国土数値情報として

全都道府県のデータが整備されているからである。想定

最大規模降雨の浸水想定区域図は作成が進められている

ところであり、一部公表が未だの流域も存在する。 
（２）浸水想定区域内人口および世帯数の算出 
浸水想定区域内の人口は、4 次メッシュ（一辺の長さ

約 500m）5)と浸水深別の浸水想定区域ポリゴンを重畳し、

メッシュごとに浸水想定区域データと重なっている部分

の面積を按分し、都道府県別に人口と世帯数を算出する。 
 

４．全国 
（１）浸水想定区域内人口および世帯数の推移 

図-2と図-3は、1995 年から 2015 年にかけて全国の浸

水想定区域内人口（以下、区域内人口と呼ぶ）と全国の

人口に対する比率の推移、及び浸水想定区域内世帯数（以

下、区域内世帯数と呼ぶ）と全国の世帯数に対する比率

の推移を示している。その結果、区域内人口および世帯

数は、1995 年以降一貫して増加していることがわかる。

具体的には、区域内人口は 1995 年（33,897,404 人）から

2015 年（35,391,931 人）までに 1,494,527 人増加し、区域

内世帯数は 1995 年（12,165,187 世帯）から 2015 年

（15,225,006 世帯）までに 3,059,819 世帯増加している。

先述したように、我が国の人口は 2008 年をピークに減少

傾向になっているにもかかわらず、区域内人口および世

帯数は増加の一途をたどっていることが示された。 
（２）浸水深別の傾向 

浸水深別の傾向を見てみよう。表-1と表-2は、1995 年

から 2015 年にかけて全国の浸水想定区域内外の人口と

世帯数の推移をそれぞれ示したものである。2015 年の区

 

図-1  国土数値情報浸水想定区域データ 4) 

 

 

図-2 全国の浸水想定区域内人口の推移 
 

 

図-3 全国の浸水想定区域内世帯数の推移 
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域内人口と世帯数を見ると、浸水深 1.0m~2.0m の

9,990,398 人（4,292,030 世帯）が最も大きく、以下 0m～

0.5m の 9,160,053 人（3,916,019 世帯）、2.0m～5.0m の

8,945,652 人（3,899,271 世帯）、0.5m～1.0m の 6,670,278 人

（2,862,021世帯）、5.0m以上の625,550人（255,665世帯）

であった。また、浸水深別の人口・世帯数の順位は、1995
年～2015 年にかけてともに同じであった。 
一方、区域外人口は、1995 年（92,481,998）から 2005

年（93,775,317）人までに 1,293,318 人増加し、その後は

減少傾向となり、2015 年（92,556,892 人）であった。1995
年と比較すると 74,894 人の増加に留まっている。同期間

に区域外人口は、1,494,527 人増加していることを踏まえ

ると、顕著な差と言えるだろう。また、区域外世帯数は、

1995 年（32,221,029 世帯）から 2015 年（38,564,152 世帯）

までに 6,343,123 世帯増加しており、区域内世帯数と同様

に一貫して増加している。 
表-3 と表-4 は、1995 年を基準とした浸水深別の全国

の浸水想定区域内外の人口と世帯数の推移を示したもの

である。区域内人口は、浸水深 5.0m 以上を除き、1995 年

以降一貫して増加していることがわかった。1995 年を基

準とすると、2015 年における人口の増加率は 1.041～
1.050 であった。区域内世帯数は、1995 年以降すべての

浸水深で一貫して増加していることがわかった。1995 年

を基準とすると、2015年における世帯数の増加率は1.218
～1.259 であり、すべての浸水深でほぼ同傾向で増加して

いる結果となった。 
一方、区域外人口は、2005 年の 1.014 をピークに減少

し、2015 年は 1.001 と 1995 年とほぼ同程度となってい

る。区域外世帯数は、1995 年以降一貫して増加しており、

2015 年における 1.197 であった。2015 年における区域内

全体の世帯数は 1.252 であり、区域外よりも区域内の増

加率が大きいことが示された。 
以上から、区域内外に関わらず人口の増加率よりも世

帯数の増加率が顕著に大きい結果となった。わが国では

表-1 浸水深別の全国の浸水想定区域内外の人口の推移 

 

 

表-2 浸水深別の全国の浸水想定区域内外の世帯数の推移 

 
 

表-3  1995 年を基準とした浸水深別の全国の浸水想定区域内外の人口の推移 

 

 

表-4 1995年を基準とした浸水深別の全国の浸水想定区域内外の世帯数の推移 

 

単位：人

浸水深 1995 2000 2005 2010 2015

0m～0.5ｍ 8,796,444 8,929,950 9,061,023 9,131,882 9,160,053

0.5m～1.0ｍ 6,353,645 6,437,611 6,547,328 6,640,350 6,670,278

1.0m～2.0ｍ 9,522,894 9,638,611 9,804,404 9,942,279 9,990,398

2.0m～5.0ｍ 8,596,010 8,660,239 8,783,827 8,915,574 8,945,652

5.0ｍ以上 628,411 628,532 629,819 634,327 625,550

区域内全体 33,897,404 34,294,943 34,826,401 35,264,412 35,391,931

区域外 － 92,481,998 93,410,395 93,775,317 93,630,402 92,556,892

区域内

単位：世帯数

浸水深 1995 2000 2005 2010 2015

0m～0.5ｍ 3,147,480 3,370,388 3,579,521 3,769,564 3,916,019

0.5m～1.0ｍ 2,273,896 2,428,564 2,591,146 2,751,451 2,862,021

1.0m～2.0ｍ 3,416,753 3,644,194 3,887,094 4,134,209 4,292,030

2.0m～5.0ｍ 3,117,090 3,319,682 3,528,584 3,760,873 3,899,271

5.0ｍ以上 209,968 222,558 234,110 249,270 255,665

区域内全体 12,165,187 12,985,387 13,820,454 14,665,367 15,225,006

区域外 － 32,221,029 34,323,844 36,063,234 37,621,192 38,564,152

区域内

単位：なし

浸水深 1995 2000 2005 2010 2015

0m～0.5ｍ 1.000 1.015 1.030 1.038 1.041

0.5m～1.0ｍ 1.000 1.013 1.030 1.045 1.050

1.0m～2.0ｍ 1.000 1.012 1.030 1.044 1.049

2.0m～5.0ｍ 1.000 1.007 1.022 1.037 1.041

5.0ｍ以上 1.000 1.000 1.002 1.009 0.995

区域内全体 1.000 1.012 1.027 1.040 1.044

区域外 　－ 1.000 1.010 1.014 1.012 1.001

区域内

単位：なし

浸水深 1995 2000 2005 2010 2015

0m～0.5ｍ 1.000 1.071 1.137 1.198 1.244

0.5m～1.0ｍ 1.000 1.068 1.140 1.210 1.259

1.0m～2.0ｍ 1.000 1.067 1.138 1.210 1.256

2.0m～5.0ｍ 1.000 1.065 1.132 1.207 1.251

5.0ｍ以上 1.000 1.060 1.115 1.187 1.218

区域内全体 1.000 1.067 1.136 1.206 1.252

区域外 　－ 1.000 1.065 1.119 1.168 1.197

区域内

災害情報　No.18-1  2020 109



4 

 

核家族世帯や単独世帯が増加 6)しており、人の居住する

住宅が一貫して増加している 7)ことが理由として挙げら

れる。また、区域内は、区域外よりも人口および世帯数

ともに増加率が大きい結果となった。その理由としては、

住宅戸数の増加は世帯数の増加に直接影響することから、

1995 年以降、想定される浸水深に関わらず、宅地開発が

行われて来た 8)ためと推察される。 
 

５．都道府県別 
表-5は、1995 年と 2015 年の都道府県別の浸水想定区

域内外の人口および世帯数とその差の変化率を示してい

る。1995 年を基準として 2015 年に増加しているのは、

区域内人口は30都道府県、区域内世帯数は47都道府県、

区域外人口は 12 都府県、区域外世帯数は 47 都道府県で

ある。 
変化率の上位 10 位をみると、区域内人口：神奈川県

17.4%、東京都 15.3%、岡山県 12.8%、滋賀県 12.3%、広

島県 11.5%、福岡県 10.4%、石川県 9.2%、埼玉県 7.1%、

愛知県 5.9%、千葉県 5.7%、区域内世帯数：福岡県 38.4%、

東京都38.2%、滋賀県38.1%、神奈川県35.2%岡山県31.4%、

埼玉県29.5%、石川県29.3%、千葉県28.4%、広島県27.4%、

愛知県 27.0%、である。 
1995 年から 2015 年にかけて区域内人口が減少してい

る県は 17 ある。その中で区域内世帯数が増加しているの

は、増加率の大きい順に沖縄県 21.0%、徳島県 20.3%、香

川県 17.3、岩手県 17.1%、福島県 15.6%である。 
図-4と図-5は、都道府県別の浸水想定区域外と区域内

における人口および世帯数の 1995 年を基準とした 2015
年と 1995 年の差の変化率をそれぞれ示している。横軸を

x 軸、縦軸を y 軸とすると、y = x の直線よりも上に位置

する都道府県は図-4と図-5ともに 38 に上った（下に位

置したのは沖縄県、茨城県、栃木県を含む 9 県）。これら

の都道府県においては、浸水想定区域外よりも区域内に

おける人口および世帯数の変化率が大きく、浸水想定区

域内で宅地化が進んだことが示唆される。 
2004 年の全国各地で発生した一連の豪雨災害を受け

て、2005 年に水防法が改正され、洪水ハザードマップ作

成が義務化された。2000 年後半には、ほとんどの市町村

表-5 1995年と2015 年における都道府県別の浸水想定区内外の人口および世帯数とその差の変化率 

 

区域内
人口

区域内
世帯数

区域外
人口

区域外
世帯数

区域内人口
（人）

区域内世帯数
（世帯数）

区域外人口
（人）

区域外世帯数
（世帯数）

区域内人口
（人）

区域内世帯数
（世帯数）

区域外人口
（人）

区域外世帯数
（世帯数）

1 北海道 -2.5% 13.8% -5.8% 11.5% 655,711 248,821 5,036,490 1,938,136 639,144 283,204 4,742,572 2,161,596
2 青森県 -11.5% 6.0% -11.7% 5.8% 272,558 87,725 1,209,820 395,223 241,219 93,009 1,067,670 418,175
3 岩手県 -1.9% 17.1% -10.9% 7.4% 171,244 61,298 1,249,403 392,730 167,966 71,775 1,112,692 421,606
4 宮城県 2.7% 26.8% -0.7% 19.9% 626,730 192,304 1,703,943 585,090 643,927 243,848 1,691,312 701,277
5 秋田県 -12.9% 6.9% -16.4% 2.7% 237,856 77,440 981,425 299,540 207,287 82,767 820,496 307,768
6 山形県 -6.8% 13.4% -11.7% 8.0% 282,539 80,643 974,551 279,576 263,446 91,446 860,555 301,990
7 福島県 -5.6% 15.6% -10.8% 12.5% 215,518 70,749 1,920,720 583,790 203,395 81,761 1,712,580 656,563
8 茨城県 -9.6% 13.0% 0.5% 23.6% 582,964 171,499 2,395,344 757,547 526,957 193,825 2,406,177 936,346
9 栃木県 -7.5% 14.9% 0.8% 23.4% 344,164 103,704 1,669,739 530,445 318,387 119,117 1,683,605 654,329
10 群馬県 0.2% 21.7% -0.8% 19.7% 408,224 131,479 1,594,516 518,531 409,171 159,990 1,581,168 620,543
11 埼玉県 7.1% 29.5% 7.6% 29.7% 3,242,108 1,094,662 3,731,200 1,270,258 3,473,251 1,417,564 4,013,861 1,647,319
12 千葉県 5.7% 28.4% 7.4% 29.4% 955,107 359,202 4,912,617 1,681,117 1,009,679 461,226 5,278,603 2,175,285
13 東京都 15.3% 38.2% 14.8% 32.6% 3,370,950 1,376,311 8,358,780 3,605,187 3,885,781 1,902,057 9,592,008 4,780,791
14 神奈川県 17.4% 35.2% 9.5% 27.4% 1,475,278 593,103 6,938,610 2,565,345 1,731,448 801,639 7,595,079 3,267,218
15 新潟県 1.0% 22.3% -12.3% 5.8% 914,014 283,095 1,575,496 474,666 923,236 346,341 1,381,707 502,114
16 富山県 0.9% 22.1% -11.1% 9.1% 564,131 176,598 559,769 160,956 569,020 215,701 497,589 175,580
17 石川県 9.2% 29.3% -5.5% 12.5% 260,781 84,332 920,144 306,130 284,747 109,000 869,712 344,543
18 福井県 1.5% 18.9% -11.0% 7.1% 403,014 128,896 424,975 118,322 409,145 153,266 378,224 126,680
19 山梨県 3.6% 20.5% -8.9% 10.0% 247,866 88,475 637,045 204,692 256,751 106,655 580,189 225,084
20 長野県 3.2% 20.2% -6.0% 11.5% 410,568 136,815 1,783,210 576,651 423,795 164,416 1,676,271 643,215
21 岐阜県 2.2% 21.5% -6.4% 13.7% 766,387 247,030 1,344,559 401,237 783,360 300,035 1,258,505 456,396
22 静岡県 2.9% 24.6% -2.7% 16.2% 1,096,525 353,795 2,648,731 853,117 1,128,854 440,718 2,577,617 991,537
23 愛知県 5.9% 27.0% 10.6% 31.4% 2,436,960 835,642 4,450,231 1,528,545 2,580,907 1,061,498 4,920,666 2,009,267
24 三重県 0.3% 23.7% -2.0% 19.4% 506,947 172,145 1,345,212 428,288 508,417 212,900 1,318,272 511,564
25 滋賀県 12.3% 38.1% 8.3% 34.7% 427,392 129,344 868,573 268,588 479,998 178,687 940,250 361,895
26 京都府 1.4% 23.7% -2.4% 15.8% 1,129,056 433,786 1,550,545 548,537 1,144,330 536,588 1,513,106 635,105
27 大阪府 0.1% 18.4% 0.7% 19.3% 4,068,221 1,616,942 4,797,116 1,708,272 4,073,223 1,914,728 4,832,100 2,037,526
28 兵庫県 2.1% 21.2% 2.4% 24.6% 1,686,221 607,221 3,761,179 1,280,396 1,721,793 736,064 3,852,246 1,595,914
29 奈良県 -6.6% 14.9% -3.4% 17.1% 316,800 101,719 1,124,262 358,151 295,762 116,865 1,086,114 419,402
30 和歌山県 -6.1% 12.6% -12.9% 4.7% 326,309 114,287 756,047 252,551 306,530 128,633 658,569 264,343
31 鳥取県 4.9% 26.8% -12.1% 8.3% 191,475 63,529 424,005 126,042 200,920 80,543 372,878 136,485
32 島根県 3.5% 18.3% -11.1% 1.7% 214,563 69,561 562,653 178,878 222,134 82,283 500,287 181,900
33 岡山県 12.8% 31.4% -12.0% 5.6% 832,922 299,261 1,124,418 361,956 939,181 393,340 989,239 382,389
34 広島県 11.5% 27.4% -5.3% 11.1% 682,670 275,164 2,206,793 776,949 761,228 350,634 2,089,647 863,554
35 山口県 3.2% 18.9% -12.1% 3.6% 245,035 92,638 1,316,321 473,606 252,810 110,127 1,156,669 490,733
36 徳島県 -1.2% 20.3% -17.6% 1.4% 426,167 142,805 407,264 132,459 421,059 171,753 335,399 134,363
37 香川県 -1.5% 17.3% -6.4% 14.1% 297,603 109,003 729,646 237,214 293,174 127,904 683,286 270,729
38 愛媛県 2.9% 20.2% -10.5% 6.7% 267,805 101,065 1,245,006 442,991 275,665 121,477 1,114,658 472,725
39 高知県 -6.0% 9.7% -11.6% 4.1% 111,069 41,167 706,520 263,349 104,450 45,168 624,236 274,045
40 福岡県 10.4% 38.4% 1.8% 20.1% 857,157 317,852 4,100,469 1,472,434 946,037 440,040 4,174,262 1,768,081
41 佐賀県 -3.2% 15.1% -7.7% 11.0% 360,000 113,904 545,113 160,010 348,382 131,097 502,917 177,681
42 長崎県 4.7% 22.7% -11.2% 5.4% 32,433 11,516 1,513,483 518,635 33,968 14,132 1,344,143 546,872
43 熊本県 1.5% 18.9% -6.1% 11.9% 499,906 176,485 1,366,844 444,194 507,313 209,902 1,283,852 496,902
44 大分県 -2.4% 13.9% -5.7% 11.5% 128,141 46,449 1,108,686 390,266 125,107 52,908 1,045,066 435,148
45 宮崎県 -2.4% 13.1% -6.9% 9.1% 198,678 77,721 980,725 344,885 193,829 87,933 913,136 376,193
46 鹿児島県 4.6% 18.1% -9.2% 3.9% 136,737 63,505 1,659,313 625,809 143,063 74,996 1,506,821 650,402
47 沖縄県 -1.7% 21.0% 12.7% 38.8% 12,901 4,500 1,260,485 399,738 12,684 5,444 1,420,882 554,980

総計 4.4% 25.2% 0.1% 19.7% 33,897,405 12,165,187 92,481,998 32,221,029 35,391,931 15,225,006 92,556,892 38,564,152

ID 都道府県

1995年を基準とした2015年と1995年
の差の変化率 (%)

1995年 2015年
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図-4 都道府県別の浸水想定区域外と区域内における人口の1995 年を基準とした2015 年と1995年の差の変化率 
 

 

図-5 都道府県別の浸水想定区域外と区域内における世帯数の1995年を基準とした2015 年と1995 年の差の変化率 
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は洪水ハザードマップを作成し、住民に公表している。

しかし、本研究で示された区域内人口および世帯数が一

貫して増加している傾向を見ると、洪水ハザードマップ

と土地利用に関連があるようには思えない。また、大都

市を抱え全体として人口が増加している東京都や神奈川

県といった都府県だけでなく、人口が減少傾向の道県を

含む 47 都道府県全てにおいて、区域内世帯数が増加して

いること、さらに 38 都道府県は区域外よりも区域内の増

加率が大きいことが示された。 
 

６．おわりに 
本研究では、浸水想定区域データと国勢調査を使用し、

浸水想定区域内外の人口および世帯数を算出した。本研

究で得られた成果を以下に示す。 
・ 全国の浸水想定区域内人口および世帯数は、1995 年

以降一貫して増加しており、区域内人口は 1995 年

（33,897,404 人）から 2015 年（35,391,931 人）まで

に 1,494,527 人増加し、区域内世帯数は 1995 年

（12,165,187 世帯）から 2015 年（15,225,006 世帯）

までに 3,059,819 世帯増加していることが示された。 
・ 浸水深別の傾向においては、区域内人口は浸水深

5.0m 以上を除き、区域内世帯数は全ての浸水深にお

いて、1995 年以降一貫して増加していることが示さ

れた。また、区域内人口および世帯数は、区域外よ

りどちらも増加率が大きい結果となった。住宅戸数

の増加は世帯数の増加に直接影響することから、想

定される浸水深に関わらず、宅地開発が行われてき

たことを示していると推察される。 
・ 都道府県別の浸水想定区域内外の人口および世帯数

は、1995 年を基準とすると、2015 年において区域内

人口は 30 都道府県が、区域内世帯数は 47 都道府県

が、区域外人口は 12 都府県、区域外世帯数は 47 都

道府県が、増加していることが示された。区域外よ

りも区域内の変化率が大きい都道府県は 38 に上っ

た。区域内人口が減少している地域を含め区域内世

帯数が大きく増加しているのは、浸水リスクの高い

地域の宅地化が進んでいるためと推察される。 
 
本研究では、全国的に浸水想定区域内において宅地開

発が行われてきたことが示唆される結果となった。この

理由としては、前提として、治山・治水技術の進展によ

りダムや堤防の整備が進み、昔に比べて洪水被害が起き

にくくなったことがある 9)。地方部では中心市街地の土

地の流動性が低く（国土交通省土地・建設産業局不動産

市場整備課，2016）、住宅や店舗等の郊外立地が進んでい

る（国土交通省，2015b）ことや、災害リスクのコントロ

ール手法としてこれまで土地利用規制制度が積極的に活

用されてこなかった（姥浦，2016）こと等も原因として

挙げられるだろう。 
浸水想定区域内の人口や世帯数が増加している地区の

特性やその要因を明らかにするためには、市町村やより

小さな地区を単位とした比較分析が必要であり、本研究

の範囲を超えることから今後の研究課題としたい。 
近年、地球規模で進む気象の極端化により、災害が多

発することが強く懸念されている。災害リスクの高い地

域に住んでいる住民の啓発をもちろんのこと、人口減少

社会にあった災害リスクを踏まえた土地利用（柿本ら

（2012），馬場，岡井（2017））を推進する必要があるだ

ろう。 
 
謝辞：本研究の一部は、JSPS 科研費 JP18H03793 の助成

を受けたものである。 
 
補注 
1) 立地適正化計画（国土交通省都市局都市計画課，2018）にお

いては、防災施策との連携の必要性が示されており、災害リ

スクの低い地域へ居住や都市機能を誘導することや、災害

リスクの高い地域は居住等を誘導すべき区域等から除外す

ることが提示されている。 
2) 国土交通省（2014）におけるハザードの定義は、以下の通り

である。洪水：国土数値情報の「浸水想定区域データ」より、

浸水深が「>0」となるエリア。土砂災害：国土数値情報の「土

砂災害危険箇所データ」のうち、土石流、地すべり、急傾斜

地崩壊に関する危険区域等のエリア。地震災害（震度被害）：

地震調査研究推進本部が公表している「確率論的地震動予

測地図」における、30年間で震度6弱以上となる確率が25％
以上となるエリア。地震災害（液状化被害）：日本の地形・

地盤デジタルマップの微地形区分メッシュとメッシュ傾斜

から、学術的に液状化の危険性が高いとされているメッシ

ュを抽出したエリア。津波災害：簡易な数値計算で算出した

津波浸水エリア。 
3) 国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象

とする国の最も重要な統計調査で、国内の人口や世帯の実

態を明らかにするため，5年ごとに行われている。我が国の

最も基本となる統計を全国及び地域別に作成するため、全

数調査として行われている。 
4) 水防法第十条第二項及び第十一条第一項に基づき指定され

る洪水予報河川並びに水防法第十三条に基づき指定される

水位周知河川のうち、各河川管理者より資料提供されたも

のである。 
5) 池永・大原（2015）は、本研究と同じく国土数値情報浸水想

定区域データと国勢調査の結果を用いて、都道府県別に人

口を試算している。しかし、以下に示す表-6 のように、異

なる点があることに留意する必要がある。 
表-6 池永・大原（2015）と本研究における分析データの違い 

 池永・大原（2015） 本研究 
浸水想定区域図

の再現期間 100年以内 すべて対象 

国勢調査の時期

と空間解像度 
2010 年 
3 次メッシュ 

1995年～2015年の5
年分、4次メッシュ 
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6) 厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）（2018）によ

れば、世帯構造に占める核家族世帯と単独世帯の割合は、核

家族世帯1995 年58.9%から2016年60.5%に、単独世帯1995
年 22.6%から 2016 年 26.9%に、ともに一貫して増加してい

る。 
7) 国土交通省住宅局住宅政策課経済班（2019）によれば、人の

居住する住宅の戸数は、1993 年40,773 千戸、2003 年46,863
千戸、2013 年52,102 千戸と一貫して増加している。 

8) たとえば、中根ら（2011）は矢作川流域を、田村，田中（2019）
は三原市本郷町を対象として、浸水リスクの高い地域にお

いて宅地開発が行われてきたことを明らかにしている。 
9) 牛山（2017）によれば、1968～2014 年の風水害による死者・

行方不明者数は、統計的に有意な減少傾向が見られる。 
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ABSTRACT 
 

Japan has entered the phase of population decline with a peak in 2008. Therefore, attracting population living in 
areas with a high risk of natural hazards to areas with low risk of such hazards and forming high-quality housing stock 
are crucial. This paper aims to assess the population exposed to flood hazards in Japan and its prefectures and to discuss 
the change in population from 1995 to 2015 and its features. 

Areas included in the analysis are all 47 prefectures in Japan, and data used were acquired from the National 
Census with the Fourth Mesh (approximately 500-m grid) and the National Land Numerical Information provided by 
government agencies respectively. The analysis results obtained using Geographic Information System reveal that in 
Japan, the overall population and number of households within the estimated flood inundation area have been steadily 
increasing since 1995. Moreover, 30 prefectures exhibit an increase in population, whereas an increase in the number 
of households has been observed in all 47 prefectures from 1995 to 2015. The overall increase in the number of 
households, including the areas with a declining population, indicates that residential land use in flood-risk areas has 
been developed. 
 
 

Keywords：Estimated flood inundation area, Natural disaster risk, Exposed population, Hazard, Design flood, 
Land use 
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学会誌編集委員会関連規定及び投稿に関する規程 
 

１ 学会誌編集委員会運営細則 

（通則） 
第1条 本運営細則は、日本災害情報学会運営規程（以

下、「学会運営規程」という）第１２条（５）及び第

13条（５）に規定された学会誌編集委員会の運営につ

いて、学会運営規程第22条第１項に基づく運営細則と

して定められたものである。学会誌編集委員会の運営

については、学会運営規程第14条から第16条及び第

22条によるほか、この細則によるものとする。 
 

（組織及び構成） 
第２条 本委員会には、委員長（１名）、副委員長（１名）

および幹事（若干名）を置き、委員長、副委員長及び

幹事を含め委員は１５名程度とする。 
 ２ 委員長は、正会員より会長が指名し、理事会の承

認を得る。 
  ３ 副委員長、幹事、委員は、委員長が正会員より指

名し、理事会の承認を得る。 
４ 本委員会に事務局長の出席を求めることができる。 

 

（所掌事務） 
第３条 本委員会の所掌事務は、会則第４条の趣旨に則

り災害情報に関する論文、調査報告、事例紹介等の発

表の場として学会誌「災害情報」を編集・刊行し、災

害情報研究の向上と発展に資するとともに、広く災害

情報の社会的重要性を喚起することである。 
 

(小委員会の設置) 
第４条 学会誌の編集・刊行に関連する事項を協議する

ために、本委員会に小委員会を設置することができる。 
 

(本運営細則等の改廃) 
第５条 本委員会の運営を円滑に行うために定める内規

等を除き、本運営細則及び本委員会の所掌事務に係る

規則等の改廃は、本委員会の議を経て理事会の承認を

得なければならない。 
 

付 則 
本運営細則は、平成14年9月1日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成25年10月27日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成26年10月26日から施行する。 
 

２ 投稿規定 

 
１．論文 
 論文の内容は、防災・災害情報に新たな貢献が期待で

きるもので、結論の導出過程が適切であるものとする。

なお防災および災害情報に新たな貢献ができるものであ

れば、従来の学術論文の体裁にとらわれず、下記の内容

に該当するものも論文の対象とする。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，対象

の開拓，新しい点・手法の導入，従来手法の統合化など

によって明確な結論を得たオリジナリティの高いもの。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，有用

な結果を得たもの。 
・調査報告（災害情報に関わる調査結果を，客観的に報

告したもの） 
・事例紹介（災害情報に関わる様々な取り組み，事例に

ついて紹介したもの） 
 
２．投稿者 
投稿は本会会員に限る。ただし，本会の依頼した原稿の

場合はその限りではない。 
 
３．投稿 
(1)投稿原稿は，原則として他雑誌において未発表でかつ

査読中にないものとする． 
(2)会員は投稿規定に基づき、投稿原稿（和文および英文

の要約を含む）のコピー３部および電子記録媒体（Ｃ

Ｄ等）に，必要事項を記入した申し込みフォーマット

を添えて本会編集委員会宛に提出する。また、メール

で学会宛に論文を送付する。 
(3)投稿原稿は随時受け付け，学会誌刊行予定日の６ヶ月

前に締め切り，編集作業を開始する． 
 
４．投稿原稿の区分 
 論文は、査読論文、特集論文、報告（調査団報告など）

からなる。 
 
５．査読及び編集 
(1)投稿原稿は，編集委員会の定める編集規定に従って，

掲載の可否を決定する。 
(2)初校校正は著者が自らの責任で行う。なお，校正は誤

字・脱字等の編集にかかわる修正のみとし，内容にか

かわる変更は再査読の対象とする。 
(3)カラーページの印刷には対応しない。 
(4)掲載著作物の別刷り印刷には対応しない。 
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６．著作権 
 本学会はその学会誌の編集著作権を持つ．本学会誌掲

載の著作物の著作権は当該著者がもつ．なお著者が自ら

の用途のために本学会誌掲載論文の掲載論文等を他の著

作物（主として書籍など）に転載する場合にはその旨を

明記することとし、他の著作物発刊者が許容する限りに

おいては制限はしない。 
 
 

３ 編集規程 

 

１．査読 
(1)編集委員会は、各投稿原稿について、学会員の中から

論文については３名の査読員を選び、別紙書式により査

読を依頼する。ただし、必要に応じて学会員以外に査読

を依頼することができる。 
(2)査読結果は、下記の評価区分で表記する。 
Ａ－－－掲載可 
Ｂ－－－部分的な修正をすれば掲載可 
Ｃ－－－大幅な修正をすれば掲載の可能性がある 
Ｄ－－－掲載不可 
 (3)投稿者および査読員の氏名は相互に匿名とする。査

読および編集を通じて、個人のプライバシーは保護され

なければならない。 
(4)編集委員からの所定回数の督促にもかかわらず、査読

員が査読結果を提出しない場合には、編集委員会は査読

員を変更することができる。 
(5)査読結果が相違した場合については、基本的に低いラ

ンク扱いとし、２ランク以上の相違がある場合は編集委

員会で検討する。また、また、その措置にあたって、編

集委員会は査読員から意見を求めることができる。 
 
２．原稿修正 
(1)査読が終了次第、編集委員会は査読結果に基づいて、

掲載の可否、査読員のコメントおよび原稿修正期間の指

示等を投稿者に通知する。 
(2)原稿修正期間については、１ヶ月を標準とする。 
(3)修正原稿掲載の可否は、原則として、編集委員会が最

終判定する。 
(4)編集委員会は最終判定終了次第、前条に従って、投稿

者に結果を通知する。 
 
３．依頼原稿等 
(1)依頼原稿は本会の編集委員会が依頼した原稿であり，

投稿規定に準ずるものとする。 
(2)学会大会における会長講演・記念講演等および学会が

行うシンポジウム・講演会等の報告は、これを掲載する

ことができる。 
 

(3)依頼原稿，シンポジウム報告等の掲載可否は、編集委

員会が判定する。 
 
４．編集委員 
 編集委員は、編集委員会の会議に出席し、編集および

審査に関する事項を審議し、次の編集の実務を行う。 
(1)学会誌各号の目次の決定 
(2)特集の企画、依頼 
(3)学会活動報告の編集 
(4)編集後記の執筆 
(5)投稿原稿の審査に関する諸措置 
(6)編集委員会規程、同施行細則および編集規程・投稿規

定・執筆要領の点検と改正 
(7)その他 
 
 

４ 執筆要領 
 
１． 言語  
投稿原稿は和文に限る。 
 
２． 原稿の形式と分量 
論文の分量は 20,000 字以内（10 頁以内）とする。分量

計算はすべて文字数を単位とする。文字数には題名、

著者名、所属、和文要約、図表、注、参考文献すべ

てを含む。英文要約は含めない。図表の文字数は面

積相当とする。編集委員会が指定した場合はこの限

りではない。 
 
３． 所属 
所属は原則１箇所のみ記載する。掲載時の所属が投稿時

の所属と変わった場合、投稿時の所属のみを記載す

る。著者の肩書きは記載しない。 
 
４． 要約、キーワード 
論文は、題名、著者名、所属、メールアドレス、英文タ

イトル、英文著者名、所属、英文要約、英文キーワ

ードを添付すること。 
(1) 表題紙には、題名の全文、著者名、所属のみを記す。 
(2) 和文要約は、600 字以内のものを本文の前に添付す

る。 
(3) 英文要約は、130 ワード以内のものを本文の後に添

付する。 
(4) キーワードは日本語・英語各５語以内で、要約の後

に各々記載する。 
 
 
５． 原稿フォーマット 
原稿作成にあたっては、学会ホームページにある投稿論
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６．著作権 
 本学会はその学会誌の編集著作権を持つ．本学会誌掲

載の著作物の著作権は当該著者がもつ．なお著者が自ら

の用途のために本学会誌掲載論文の掲載論文等を他の著

作物（主として書籍など）に転載する場合にはその旨を

明記することとし、他の著作物発刊者が許容する限りに

おいては制限はしない。 
 
 

３ 編集規程 

 

１．査読 
(1)編集委員会は、各投稿原稿について、学会員の中から

論文については３名の査読員を選び、別紙書式により査

読を依頼する。ただし、必要に応じて学会員以外に査読

を依頼することができる。 
(2)査読結果は、下記の評価区分で表記する。 
Ａ－－－掲載可 
Ｂ－－－部分的な修正をすれば掲載可 
Ｃ－－－大幅な修正をすれば掲載の可能性がある 
Ｄ－－－掲載不可 
 (3)投稿者および査読員の氏名は相互に匿名とする。査

読および編集を通じて、個人のプライバシーは保護され

なければならない。 
(4)編集委員からの所定回数の督促にもかかわらず、査読

員が査読結果を提出しない場合には、編集委員会は査読

員を変更することができる。 
(5)査読結果が相違した場合については、基本的に低いラ

ンク扱いとし、２ランク以上の相違がある場合は編集委

員会で検討する。また、また、その措置にあたって、編

集委員会は査読員から意見を求めることができる。 
 
２．原稿修正 
(1)査読が終了次第、編集委員会は査読結果に基づいて、

掲載の可否、査読員のコメントおよび原稿修正期間の指

示等を投稿者に通知する。 
(2)原稿修正期間については、１ヶ月を標準とする。 
(3)修正原稿掲載の可否は、原則として、編集委員会が最

終判定する。 
(4)編集委員会は最終判定終了次第、前条に従って、投稿

者に結果を通知する。 
 
３．依頼原稿等 
(1)依頼原稿は本会の編集委員会が依頼した原稿であり，

投稿規定に準ずるものとする。 
(2)学会大会における会長講演・記念講演等および学会が

行うシンポジウム・講演会等の報告は、これを掲載する

ことができる。 
 

(3)依頼原稿，シンポジウム報告等の掲載可否は、編集委

員会が判定する。 
 
４．編集委員 
 編集委員は、編集委員会の会議に出席し、編集および

審査に関する事項を審議し、次の編集の実務を行う。 
(1)学会誌各号の目次の決定 
(2)特集の企画、依頼 
(3)学会活動報告の編集 
(4)編集後記の執筆 
(5)投稿原稿の審査に関する諸措置 
(6)編集委員会規程、同施行細則および編集規程・投稿規

定・執筆要領の点検と改正 
(7)その他 
 
 

４ 執筆要領 
 
１． 言語  
投稿原稿は和文に限る。 
 
２． 原稿の形式と分量 
論文の分量は 20,000 字以内（10 頁以内）とする。分量

計算はすべて文字数を単位とする。文字数には題名、

著者名、所属、和文要約、図表、注、参考文献すべ

てを含む。英文要約は含めない。図表の文字数は面

積相当とする。編集委員会が指定した場合はこの限

りではない。 
 
３． 所属 
所属は原則１箇所のみ記載する。掲載時の所属が投稿時

の所属と変わった場合、投稿時の所属のみを記載す

る。著者の肩書きは記載しない。 
 
４． 要約、キーワード 
論文は、題名、著者名、所属、メールアドレス、英文タ

イトル、英文著者名、所属、英文要約、英文キーワ

ードを添付すること。 
(1) 表題紙には、題名の全文、著者名、所属のみを記す。 
(2) 和文要約は、600 字以内のものを本文の前に添付す

る。 
(3) 英文要約は、130 ワード以内のものを本文の後に添

付する。 
(4) キーワードは日本語・英語各５語以内で、要約の後

に各々記載する。 
 
 
５． 原稿フォーマット 
原稿作成にあたっては、学会ホームページにある投稿論
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文フォーマットを用いること。 
MS明朝10pt、英数字はTimes New Roman10pt、25

文字（字送り 9.25pt）、50 行（行送り 14.25pt）で

作成し、余白上 20mm、下 25mm、左 20mm、右

20mm、ヘッダー10mm、フッター10mm、奇数/
偶数ページ別指定で作成し、ヘッダーに論文種別を、

頁番号をセンタリングで記載する。 
 
６． 原稿の書式 
(1) 題名 題名は20pt、センタリングすること。 
(2) 氏名 氏名はスペースを空けない 
(3) 本文 本文はMS 明朝 10pt、英数字はTimes New 

Roman10ptを用いてください。「（ ）」は原則、全

角を用いる。 
 
(4) 章題、節題、表題、図題 原則 MS ゴシック 10pt

を用いてください。 
(5) 題名 副題の前後には「―（ダッシュ）」をつける「～

（波型）」「‐（ハイフン）」「－（マイナス）」は用い

ないこと 
(6) 図表 図表は鮮明なものを用いること。図表はそれ

ぞれ１から順に番号を打ち、本文中の該当箇所で引

用すること。写真は図として掲載する。著作権者の

了解を得ることなく、他者の図版を転用してはなら

ない。 
(7) 段組 原稿はＡ４版の用紙を使って、25字×50行の

2段組で印字する。 
(8) 注釈 注と文献リストを別々にする。注は、本文中

の該当箇所の右肩に上付き文字で1)から順に番号を

打ち、注自体は本文の後にまとめて記載すること。

文献・資料類は基本、参照文献に記載すること。注

釈に記載しても参照文献に記載すること 
(9) 挙示 参考文献の本文における挙示は、著者名（発

行年）または（著者名，発行年）、もしくは著者名（発

行年：ページ数）または、（著者名，発行年：ページ

数）とする。 
本文中での文献の引用は，以下を参考にする。 
（ア）･･････例えば阿部（1991）のように， 
（イ）･･････これらの研究（Abe et al., 1987a；Abe et al., 

1987b；廣井，1999）によれば、、、。 
(10) 文献 参照文献は、著者名（発行年）題名，出版社

（欧文の場合はその前に出版社 所在地 都市名を併

記）の順に記載すること。性と名の間はあけないこ

と。論文の引用としての「 」、文献の引用としての

『 』は用いないこと。欧文の書名はイタリック体

にすること。著者が複数いる場合には、「・（中点）」

でつなげる。参照文献において著者名は省略しない

（本文ではこの限りではない）。参照文献リストは、

アルファベット順もしくは 50 音順で記載。同一著

者のものは発表年代順に並べる。 

(11) ホームページ 参照したホームページは、原則参考

文献に記載し、著者（ホームページの所有者等）、タ

イトル（参照年月日：○○○○年○月○日）とURL
を明記する。URLの下線は外すこと。 

リンク切れの場合は「入手先URL（現在参照不可）」と

記入する。サイトがリンク切れとなった場合でも，

読者・差読者からの質問に対応できるよう，当該画

面が保存されているものであること。 
(12) オンラインジャーナル、ネット上の論文 原則文献

の記述方法を行った後に、URL を記載する。URL
の下線は外すこと。参照年月日は不要。 
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